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※　2025年度は、千葉市住民基本台帳に基づく９月末現在の実績数値
※　2030年度、2040年度は2022年3月推計値（千葉市作成）

　被保険者が介護サービスを利用するには、事前に要介護認定等を受ける必要があり、サービス
を利用した場合は、費用の1割（一定以上の所得のある方は2割又は3割）を負担します。

要介護認定等の申請

要介護認定等の申請
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　65歳になる方に、誕生月の前月
に郵送。

両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う
変形性関節症

40歳から64歳までの方（第2号被保険者）について



　フレイル改善事業　フレイル改善事業

　地域支え合い
　フレイル改善事業
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医療保険の加入状況を確認できるもの
（有効期限内の「医療保険被保険者証」、
「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」等）
（40歳から64歳までの方）
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※新規の要介護認定や要介護状態区分の変更は、申請日までさかのぼって認定されます。
　ただし、現在の要介護状態区分及び認定結果により、認定日から有効となる場合もあります。

※千葉市で要介護認定を受けた方が他の市町村に転出する際、引き続き介護サービスの利用を希望される
場合は、区の市民総合窓口課で交付する「受給資格証明書」を添えて、転入先の市町村に、転入した日から
14日以内に要介護・要支援認定を申請することにより、継続して認定を受ける（有効期間は原則として6
か月）ことができます。

要介護認定等の申請は、お住まいの区の保健福祉センターで受け付けています。

お住まいの区の保健福祉センターに要介護認
定等の申請をします。

　区の介護保険室から、
申請書に記載の主治医に
対し、意見書（受療状況
等）の作成を依頼します
（迅速に認定審査を行う
ため、主治医へ介護保険
の申請をしたことをお伝
えください）。
　申請後に主治医に受診
される場合等には、「主治
医意見書予診票※」を記
入し、すみやかに主治医
へ提出をお願いします。
※予診票は意見書の記載内容の
充実等につながります。
予診票については、申請時にお申
し出ください。



老人福祉施設（特別養護老人ホーム）への入
所は原則要介護3以上の方となります。（詳し
くはP17）
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体的に盛り込んだ居宅サービス計画・施設サービス計画（ケアプラン）を作成してください。なお、
ケアプランは、本人が作成することもできます。



　千葉市あんしんケアセンター
で、介護予防ケアプランの内容を
チェックします。

　「要支援1・2」の方の介護予防ケアプランの作成や、基本
チェックリストの該当による「事業対象者」の方の介護予防
ケアマネジメントを実施します。

（ケアプランの作成は、千葉市あんしんケアセンターの担当
 職員※や居宅介護支援事業者のケアマネジャーが作成します）

サービス事業者と契約

※千葉市あんしんケアセンターが居宅介護支援事業者に介護予防ケアプランの作成を委託することがあります。
※指定を受けた介護予防支援事業者に直接依頼することもできます。
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介護予防サービス・支援計画（介護予防ケアプラン）を作成してください。なお、総合事業のサー
ビスのみを利用する場合を除き、介護予防ケアプランは、本人が作成することもできます。

んケアセンター
など）を区の介
護保険室に提
出します。



　介護予防訪問介護は、「訪問型サ
ービス」として市区町村が行う介護
予防・日常生活支援総合事業から提
供されます。
　詳しくはP28をご覧ください。
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※認定結果が出る前にサービスを利用することもできます（ケアプランの作成は必要です）。
　この場合、認定結果の見込みを立てて作成するケアプラン（暫定ケアプラン）に基づくサービス利用となり、認定期
間開始日が申請日までさかのぼった場合に適用されます。ただし、介護予防・日常生活支援総合事業の新規利用につ
いては、認定結果が出てからとなります。
　また、認定結果が非該当となった、又は見込んでいた要介護状態区分と異なった時は、サービスに要する費用の全部
又は一部が１０割負担になる場合があります。　

［利用者負担について］
利用者負担は所得に応じて■サービス費用の1割（一定以上の所得のある方は2割又は3割）です。
消費税率の引上げにより、負担額が増えることがあります。



　要支援１・２の方は利用できませ
んが、介護予防・日常生活支援総合
事業の「通所型サービス」が利用でき
ます。
　詳しくはP28をご覧ください。

　介護老人保健施設や医療機関な
どで、介護予防を目的として、入浴、
食事の提供やリハビリテーション
を、日帰りで行います。
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※利用者が自己負担分だけを事業者に支払い、保険給付費を市が直接事業者へ支払う「受領委任払い」も希望により利用できます。
福祉用具購入費は都道府県・政令指定都市・中核市から福祉用具販売事業所の指定を受けている事業者からの購入、住宅改修費
は千葉市に住宅改修費受領委任払事業所の登録をしている事業所での改修の場合に受領委任払いを利用できます。住宅改修費受
領委任払登録事業所の一覧は区の介護保険室又は千葉市ホームページでご確認ください。

　福祉用具購入費と住宅改修費については、いったん全額が利用者負担となります。所定の申請書（完了届）に領収書などを
添えてお住まいの区の介護保険室に申請すると、上限額内で保険給付分が後から支払われます（償還払い※）。

福祉用具を購入する場合（特定福祉用具販売）は、あらかじめ都道府県、政令指定都市及び中核市から指定を
受けた事業者から購入した場合に、介護保険の対象になります。

③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

①腰掛便座　②自動排泄処理装置の交換可能部品　③入浴補助用具　
④簡易浴槽　⑤移動用リフトのつり具　⑥排泄予測支援機器
※以下の用具については、貸与または購入の選択制となります。
⑦スロープ（工事をともなわないもの）　⑧歩行器　⑨歩行補助つえ

16 17

要支援1・2及び要介護1の方には、車いす（付属品を含む）、特殊寝台（付属品含む）、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人
徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置は、原則として介護保険の対象になりません。ただし、これらの方でも、日常的に
歩行や起きあがりが困難な方になどについては、介護保険の対象になる場合がありますのでケアマネージャーにご相談ください。

※自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く）は、要介護2及び要介護3の方も、原則として介護保険の対象に
なりません。

　長期に渡り療養を必要とする要介護者が入所
する施設です。
　療養上の管理、看護・医学的管理の下での介護
及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生
活上の世話などを行います。



要支援１・２の方は利用できません
が、介護予防・日常生活支援総合事
業の「通所型サービス」が利用でき
ます。
詳しくはP28をご覧ください。

交通事故などの第三者行為が原因で介護サービスが必要となった場合は、その費用は加害者で
ある第三者が負担すべきものとなります（第三者行為求償）。
このため千葉市では、被保険者からの「第三者の行為による傷病届」を受け、介護サービス費
の保険給付相当額を加害者である第三者へ請求します。
第三者の行為による傷病届や必要な手続きなど、
詳しくは区の介護保険室へお問い合わせください。
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宿泊したり



　介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院）に入所した場合の
自己負担は、下図の①～④の合計額です。

ユニット型個室2,066円、ユニット型個室的多床室1,728円、
従来型個室（特養等）1,231円、従来型個室（老健・医療院等）1,728円、
多床室（特養等）915円、多床室（老健・医療院等）437円（697円（※室料を徴収する場合））

又

又
又

又

又は3割）が記載された「介護

又

20
21

額が、本人のみの場合で280万円以上340万円未満、2人以上の場合で346万円以上463万円未満

額が、本人のみの場合で280万円以上、2人以上の場合で346万円以上

額が、本人のみの場合で340万円以上、2人以上の場合で463万円以上

本人のみ

本人のみ

本人のみ

本人のみ

本人のみ

1,445円（1,545円※2026年８月から）

①1割、2割又は3割

自己負担の割合の適用期間が記載されています。適用期間内に割合が変更となる場合は、上段
に変更前の割合、下段に変更後の割合が記載されます。適用期間終了に合わせて、新しい負担
割合証を送付します。

サービスを利用したときに支払う自己負担の割合（1割、2割又は3割）が記載されています。


